
藤枝市避難指示等伝達用紙について

豪雨等により市内で河川の氾濫による水害やがけ崩れ等の土砂
災害が発生する可能性が高まり、避難が必要となる場合に、状況
の深刻度に応じ、藤枝市長が

「高齢者等避難」・・・・警戒レベル３
「避難指示」・・・・・・警戒レベル４

を発表します。

この時の情報伝達方法として同報無線、キックオフメール、緊
急速報メール、ホームページ等への記載、自主防災組織への電話
連絡、テレビ・ラジオ等による情報伝達があります。

このうち自主防災会組織への連絡として、市役所から自主防災

会長様と自治会長様へ「藤枝市避難指示等伝達用紙」に沿って電
話連絡をします。この伝達用紙は正確な情報が行き届くように、
市と自主防災会組織双方が持ち、連絡内容を相互に確認するため
のもので、様式は「水害」と「土砂災害」の２種類があります。

市役所から電話がありましたら、この伝達用紙をメモとして使

用し、必要事項を記入してください。電話が終わった時にこの伝
達用紙を見れば必要事項がわかるという仕組みになっています。

自主防災会組織の皆さまには、避難情報が確実に住民の皆さま
に行き届くように、緊急時の「連絡網」の作成をお願いします。

市役所からの電話が終わりましたら、各自主防災会の連絡網に
従って各家庭に連絡をお願いします。その際にも、この伝達用紙
を活用してください。

※「藤枝市避難指示等伝達用紙」は市役所ホームページから
も様式をダウンロードすることができます。市役所河川課に
おいても、様式を配布しています。

問い合わせ先 藤枝市河川課(水害対策室) 054-643-3516
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